
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
平成29年10月１日から平成30年3月31日までの随意契約
【財政部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の

名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

財産活用課
不動産鑑定評価業務
（八尾市南太子堂二
丁目4番8）

平成30年3月19日
日本総合不動産
鑑定株式会社

大阪市中央区北久宝
寺町1丁目2番1号
ｵｰｾﾝﾃｯｸ東船場13Ｆ

547,560

不動産鑑定評価については、中央用地対策
連絡協議会が定める「公共事業に係る不動
産鑑定報酬基準」に基づき基本鑑定報酬額
が定められており、その性質又は目的が競争
入札に適さないため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当)

財産活用課
不動産鑑定評価業務
（八尾市南太子堂二
丁目4番8）

平成30年3月19日
森井総合鑑定株
式会社　大阪本
店

大阪市北区西天満2
丁目6番8号堂島ビル
ヂング

547,560

不動産鑑定評価については、中央用地対策
連絡協議会が定める「公共事業に係る不動
産鑑定報酬基準」に基づき基本鑑定報酬額
が定められており、その性質又は目的が競争
入札に適さないため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当)
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